
秋田県広報広聴課
«  018-860-1076

　 joukai@pref.akita.lg.jp

不審な盛り土の通報窓口
を設置しました ！

「何か変だ」と思ったら通報を

自転車への交通反則通告
制度（青切符）導入

ルールを再確認しましょう ！
令和8年度から、16歳以上の自転車利用者の
一定の交通違反に交通反則通告制度が導入
されます。警察庁から違反行為等をまとめた
「自転車ルールブック」が公表されています。
ぜひ、ご確認ください。

道路沿いの平地や農地等に、看板や標識の設
置もなく造成された盛り土等は、不審な盛り
土の可能性があります。少しでも気になるこ
とがありましたら、場所や変化などを通報窓
口からお知らせください。

11月は
伝統的工芸品月間です

秋田が誇る伝統の技に触れてみませんか

初期の糖尿病、
気づかぬまま進行します

11月14日は世界糖尿病デー
国では、昭和59年から毎年11月を「伝統的工
芸品月間」と定め、伝統的工芸品に対する理解
と普及を目指して、さまざまな普及・啓発活動
を行っています。この機会に、県内の産地を
巡ってみませんか。

糖尿病の初期は自覚症状がほとんどなく、
気づかないうちに進行することがあります。
この機会に生活習慣を見直し、年に一度は
健診を受け、結果に異
常があれば、放置せず
早めに医療機関を受診
しましょう。

■問 県警察本部 交通部 交通企画課
«018-863-1111

■問 県都市計画課
«018-860-2441

■問 県県民生活課  « 018-860-1523
■問 県健康づくり推進課
«018-860-1428■問 県地域産業振興課 «018-860-2225
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友だち登録者に
リアルタイムの
防災情報やクマ
情報などをお届け！

県公式SN
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！
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県の事業やイベント、
県広報のお知らせなど
幅広く情報を発信中！

知事記者会見や
テレビ広報番組を配信！！

他の広報媒体紹介
●広報紙「あきたびじょん」
（音声版、点字版もあります。
　お問い合わせください。）
●テレビ広報
　「あきたびじょんNEXT」
●ラジオ広報
 「秋田県からのお知らせ」

二次元コー
ドは、

カメラズー
ムで

読み取りや
すく

なります！

高齢者の交通事故防止 !

歩行者や自転車に乗る方は反射材の着用を！ 運転者は16時からライト

＼目指せ0件／

夕暮れの時間帯が早くなる10月以降は、特に高齢者の交通事
故が増える傾向にあります。歩行者は反射材の着用、運転者は
16時からライトの点灯を徹底し、一人ひとりが交通安全意識
を持って行動しましょう。また、運転に不安を感じている高齢
者は、運転免許証の自主返納をご検討ください。
■自主返納のメリット：65歳以上の方が運転免許証を返納するとタクシー・バスの運賃割引などの制度が利用できます。

令和8年4月1日施行日施行日

川連漆器伝統工芸館（湯沢市）
角館樺細工伝承館（仙北市）など

あきたの伝統的工芸品
紹介サイト
「手しごと秋田」

展示販売
・

製作体験

紹介サイト 毎年11月14日
World Diabetes Day
（世界糖尿病デー）

日　付日　付

反射材の着用と早めのライト点灯を徹底しよう!
運転免許証の自主返納について

ウェブサイトをチェック▶

◎ 夕方、夜間、早朝は特に交通事故に
　 気をつけよう。
◎ 明るく目立つ色の服を着用しよう。

◎ 薄暗くなり始める前に点灯しよう。
◎ 意識することで習慣化しよう。

県警察本部交通企画課▶
ウェブサイト　

（自転車ルールブック）　

目も身体も
年をとります


